
糸魚川市通学定期券購入費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公共交通機関の運賃改定に伴う通学利用者の経済的負担を抑

制するとともに、公共交通機関の利用を促進することを目的として、運賃改定後

の定期券を購入した通学利用者に対して糸魚川市が予算の範囲内において補助金

を交付することに関し、糸魚川市補助金等交付規則（平成17年糸魚川市規則第50

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 公共交通機関 鉄道及び路線バスをいう。 

⑵ 通学定期券 公共交通事業者が１月以上の期間を利用単位として販売する通

学定期券をいう。 

⑶ 学生等 通学定期券を利用し、通学する者をいう。 

⑷ 保護者 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条に規定する保護者をいう。 

⑸ 運賃改定 令和７年３月１日以後に実施される公共交通機関の運賃を増額す

る改定をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、

糸魚川市内に住所を有し、及び糸魚川市内から公共交通機関を利用して通学する

学生等又はその保護者とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、運

賃改定後の通学定期券（有効期間の初日が、学生等が通学先に在籍する期間（以

下「在籍期間」という。）に含まれるものに限る。）の購入費とする。ただし、

国、他の地方公共団体又は糸魚川市若しくは糸魚川市が構成員となり負担金を支

出している団体から補助金等を受けた区間分の通学定期券の購入費を除く。 



（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、補助対象経費から補助対象経費と同じ条件の運賃改定前の

通学定期券の価格を差し引いた額に、次の各号に掲げる通学定期券の種類に応じ、

それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該額

に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

⑴ 鉄道の通学定期券 鉄道事業者が定める営業キロ程に応じ、次のアからウま

でに定める率 

ア 20キロメートル未満 10分の４ 

イ 20キロメートル以上40キロメートル未満 10分の５ 

ウ 40キロメートル以上 10分の６ 

⑵ 路線バスの通学定期券 10分の５ 

２ 前項の補助金の算定において、複数事業者、複数区間又は複数期間の通学定期

券がある場合は、該当する通学定期券１枚ごとに算定し、合算するものとする。 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、通学定

期券の購入後、当該通学定期券の有効期間の初日が属する年度内に、市長に対し、

糸魚川市通学定期券購入費補助金交付申請書兼実績報告書（別記様式第１号。以

下「申請書」という。）の提出をしなければならない。 

２ 前項に規定する申請は、複数の通学定期券についてまとめて行うことができる。 

３ 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

⑴ 購入した通学定期券の写し（前項の規定により複数の通学定期券をまとめて

申請する場合は、申請する全ての通学定期券の写し） 

⑵ 前号に定める書類のほか、市長が必要と認める書類 

（交付決定） 

第７条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交

付の可否を決定し、その結果を糸魚川市通学定期券購入費補助金交付決定通知

書兼補助金確定通知書（別記様式第２号）又は規則に定める補助金等不交付決

定通知書により申請者に対して通知するものとする。 

（申請内容の変更等の申出） 



第８条 申請者は、前条の規定による交付決定後に、補助対象経費に係る通学定期

券の解約若しくは変更をしたとき、又は申請者が補助対象期間において補助対

象者でなくなったときは、糸魚川市通学定期券購入費補助金返還事由申出書

（別記様式第３号）により市長に申し出なければならない。 

２ 前項の申出書には、解約日若しくは変更内容、又は補助対象者でなくなったこ

とが分かる書類の写しを添付するものとする。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第９条 市長は、既に補助金の交付決定を受けている申請者から前条第１項の規定

による申出があったとき、又は申請者が偽りその他不正な手段で補助金の交付を

受けていたときは、規則第13条の規定により当該交付決定の全部又は一部を取り

消し、及び規則第14条の規定により補助金の返還をさせることができる。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和７年４月１日から施行し、有効期間の初日が同日以後である通

学定期券の購入について適用する。


